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調査概要 

１ 調査の目的 

    平成29年12月に閣議決定された「再犯防止推進計画」において、協力雇用主の活動に対する支援 
 の充実が盛り込まれたことを踏まえ、 協力雇用主の実情、ニーズ等を把握し、支援を充実強化することを 
 目的として、アンケート調査を実施したもの。 
 
 ２ 調査の概要 

（１）  調査対象 
       平成30年4月1日現在で保護観察所に登録されている事業所から抽出された1,000社の協力 
    雇用主のうち、雇用実績あり群200社、無作為抽出群800社。 

   （抽出方法） 

      全国の保護観察所ごとの登録社数の構成比によりランダムに抽出した。 
 
（２）  調査方法 
         協力雇用主にアンケート票を郵送し、協力雇用主が記入後、回収用専用封筒でアンケート集計 
    業者へ直接返送した。 
 
（３）  調査期間 
         平成30年8月20日～同年9月28日 
 
（４）  有効回収数 
        603票（回収率60.3％） 
 
３ 調査結果の分析・考察 

（１）新規協力雇用主の拡大 
     協力雇用主になったきっかけとして最も多かったのは、「犯罪や非行少年の立ち直りに貢献したかった 
    から」であることから、今後、幅広く協力雇用主を拡大していくためには、協力雇用主の社会的意義を 
    強調することが効果的といえる。 
 
（２）実際に雇用する協力雇用主の拡大 
         ほとんどの協力雇用主が雇用する意思があることから、実際に雇用する協力雇用主を増やすために 
      は、更生を促せるよう対象者と協力雇用主のマッチングを図りつつ、保護観察所が積極的に雇用を依 
   頼することが必要である。また、協力雇用主からの経済的支援のニーズは高く、実際に奨励金を活用し 
   た協力雇用主の９割弱が奨励金制度は有効と評価していることから、実雇用の拡大に当たっては、 
   奨励金を効果的に活用していくことも重要である。 
 
（３）雇用後のフォローアップ 
     雇用した対象者のおよそ５割が、無断欠勤、意欲の乏しさ、人間関係のトラブルといった就労上 
   の問題を抱えており、実際、雇用してもおよそ５割が半年以内に辞めていることから、就労を継続させて 
   いくためには、対象者及び協力雇用主双方に対する継続的な訪問・指導等のフォローアップが必要であ 
   る。 
 
（４）住居の確保 
     協力雇用主のおよそ５割が対象者のために住居を準備したことがあり、住居を確保できない者を雇 
       用しようとする協力雇用主に対する支援の充実も必要である。 
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アンケート調査結果サマリー 

①協力雇用主のプロフィール 

業種の内訳は、建設業が最も高く（56.9%） 、次いで、サービス業（9.8%）、製造業（8.8%）の順に高かった。また、従
業員数は４９人以下が82.4%を占めていた。 

製造

業 

建設

業 

サービ

ス業 

卸小

売業 

運送

業 

電気・

ガス・

水道

工事 

農林

漁業 

医薬・

福祉

業 

宿泊

業・飲

酒サー

ビス業 

その他 
無回

答 

構成比 8.8% 56.9% 9.8% 3.0% 4.1% 1.8% 1.5% 6.3% 0.7% 6.1% 1.0%

実数（N=603) 53 343 59 18 25 11 9 38 4 37 6

0%

20%

40%

60%

Ｑ あなたの事業の業種をお知らせください。 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

４人以下 

５人～１９人 

２０人～４９人 

５０人～９９人 

１００人～２９９人 

３００人～４９９人 

５００人～９９９人 

１０００人以上 

無回答 

４人以

下 

５人～

１９人 

２０人

～４９

人 

５０人

～９９

人 

１００

人～２

９９人 

３００

人～４

９９人 

５００

人～９

９９人 

１００

０人以

上 

無回答 

構成比 10.6% 44.9% 26.9% 8.0% 6.5% 1.7% 0.5% 0.5% 0.5%

実数（N=603) 64 271 162 48 39 10 3 3 3

Ｑ あなたの事業の従業員数をお知らせください。 

協力雇用主になってから３年未満が43.3%を占めていた。 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

６か月未満 

１年未満 

１年以上 … 

３年以上 … 

５年以上 … 

１０年以上 … 

２０年以上 

無回答 

６か月未満 １年未満 
１年以上 

３年未満 

３年以上 

５年未満 

５年以上 

１０年未満 

１０年以上 

２０年未満 
２０年以上 無回答 

構成比 4.8% 8.6% 29.9% 16.4% 18.1% 10.1% 10.6% 1.5%

実数（N=603) 29 52 180 99 109 61 64 9

10年以上20年未満 

5年以上10年未満 

3年以上5年未満 

1年以上3年未満 

Ｑ あなたが協力雇用主になってからの経過年数をお知らせください。 
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協力雇用主になったきっかけは、「犯罪者や非行少年の立ち直りに貢献したかったから」（40.1%）、「保護司から誘われて」
（27.9%）、「人手が必要だったから」（23.1%）などが高かった。 

犯罪者や非

行少年の立ち

直りに貢献し

たかったから 

保護司から誘

われて 

人手が必要

だったから 

他の協力者か

ら誘われて 

保護観察所

から誘われて 

就労支援事

業者機構から

誘われて 

更生保護施

設から誘われ

て 

たまたま雇用

した者が保護

観察中又は

刑務所出所

者だったから 

先代（あるい

はその前）か

ら協力雇用主

であるから 

国や地方自

治体による支

援制度を知っ

て 

法務省のホー

ムページやパン

フレット類で制

度を知って 

新聞記事やテ

レビで制度を

知って 

その他 

構成比 40.1% 27.9% 23.1% 19.7% 9.8% 8.1% 7.6% 7.5% 7.0% 4.6% 4.3% 3.8% 7.0%

実数（N=603) 242 168 139 119 59 49 46 45 42 28 26 23 42

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ｑ あなたが協力雇用主になったきっかけ（動機）をお知らせください。（複数回答可） 



アンケート調査結果サマリー 

犯罪や非行をした人を雇用した経験のある協力雇用主は62.5%だった。 

②雇用の実情について 

直近の１年間で雇用

した 

42.1% 

過去に雇用したことは

あるが直近１年間は

ない 

20.4% 

雇用なし 

32.7% 

無回答 

4.8% 

実数 構成比(%) 

全体 603 100 

直近の１年間で雇用した 254 42.1 

過去に雇用したことがあるが直近１年間はない 123 20.4 

雇用なし 197 32.7 

無回答 29 4.8 

Ｑ 協力雇用主として犯罪や非行をした人を雇用した経験の有無をお知らせください。 
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雇用経験はあるものの、直近１年間雇用していない理由として最も高かったのは、「保護観察所から連絡がない」
（51.2%）だった。一方で、そうした協力雇用主のほぼ全てが今後雇用する意思があると回答していた。 

保護観察所から

連絡がない 

過去に雇った者が

短期間で辞めたり

勤務態度が良くな

かった 

会社の経営上雇

用する余裕がない 

他の従業員より教

育等に手間がか

かった 

他の従業員が反

対した 
その他 

構成比 51.2% 21.1% 6.5% 3.3% 0.8% 17.1%

実数（N=123) 63 26 8 4 1 21

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ある 

41.5% 

要件・状況が整え

ば雇用する 

40.7% 

雇用することはな

い 

1.6% 

無回答 

16.3% 

Ｑ 過去雇用していたが、直近１年間雇用していない理由をお知らせください。 
  （複数回答可） 

Ｑ 今後雇用する意思はありますか。 

実数 構成比(%) 

全体 123 100 

ある 51 41.5 

要件・状況が整えば雇用する 50 40.7 

雇用することはない 2 1.6 

無回答 20 16.3 

雇用することに抵抗感が強い罪名は、「殺人」（55.9%）、「性犯罪」（43.0%）、「覚せい剤取締法違反」（37.1%）
の順に高かった。 

殺人 性犯罪 
覚せい剤取締

法違反 
放火 強盗 窃盗 詐欺 

毒劇物取締法

違反 
恐喝 傷害 

ストーカー規制

法違反 
道交法違反 サイバー犯罪 

自動車運転過

失致傷 
特になし 

構成比 55.9% 43.0% 37.1% 26.5% 20.1% 14.6% 10.4% 7.5% 5.6% 5.3% 5.3% 1.5% 0.8% 0.7% 12.3%

実数（N=603) 337 259 224 160 121 88 63 45 34 32 32 9 5 4 74

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ｑ 犯罪や非行をした人の罪名・非行名のうち、雇用することに抵抗感が強いものがあれば、３つまで選択してください。特になければ、 
   「特になし」を選択してください。 



アンケート調査結果サマリー 

協力雇用主に対する支援として望むものは、「経済的支援の充実」（61.5%）、「雇用後の保護観察官・保護司等による
訪問機会の充実」（38.5%）などが高かった。 

犯罪や非行をした人を雇用しやすくするために保護観察所等に実施してほしいことは、「保護観察所からの積極的な雇用依
頼」（42.3%）、「前科等を明らかにした上で就労することについて本人に指導・助言」（37.5%）、「本人に対する生活指
導の強化」、「社会常識・ビジネスマナーの付与」（ともに36.8%）、「雇用主に対する支援の充実」（34.5%）などが高かっ
た。 

保護観察所からの積

極的な雇用依頼 

前科前歴を明らかに

した上で就労すること

について本人に指

導・助言 

本人に対する生活指

導の強化 

本人に対する社会常

識・ビジネスマナーの

付与 

雇用主に対する支援

の充実 

就労に関連する免許

等の取得支援 

保護者・家族等に対

する監督や見守りに

関する助言 

協力雇用主制度に

対する社会の理解や

認知の向上 

高卒認定の修得支

援 

協力雇用主登録証

明書の交付 
その他 

構成比 42.3% 37.5% 36.8% 36.8% 34.5% 27.2% 23.7% 18.6% 11.6% 11.3% 3.6%

実数（N=603) 255 226 222 222 208 164 143 112 70 68 22

0%

10%

20%

30%

40%

50%

経済的支援の充実 
雇用後の保護観察官・保護

司等による訪問機会の充実 

公共工事入札等における加

点等の優遇措置の拡大 
税制面での優遇 研修の充実 登録後の相談支援 協力雇用主間の連携強化 その他 

構成比 61.5% 38.5% 34.6% 30.8% 27.4% 25.5% 22.1% 4.8%

実数（N=208) 128 80 72 64 57 53 46 10

0%

20%

40%

60%

80%

Ｑ 犯罪や非行をした人を雇用しやすくするために保護観察所等に実施してほしいことをお知らせください。（複数回答可） 

Ｑ 協力雇用主に対する支援としてどのような支援があればよいと思いますか。（複数回答可） 
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アンケート調査結果サマリー 

協力雇用主として犯罪や非行をした人を雇用しても、およそ5割が半年以内に辞めていた。 

③雇用した対象者について 

犯罪や非行をした人を雇用した場合、およそ5割が就労上の問題があったと回答していた。問題の内容は、「無断欠勤等の勤
務態度の問題」（53.4%）、「遅刻など時間にルーズ」、「意欲の乏しさ」（ともに34.9%）、「人間関係」（34.4%）、
「社会常識等の不足」（29.6%）などが高かった。 

３日以内 １週間以内 ２週間以内 １か月以内 ３か月以内 ６か月以内 ９か月以内 １年以内 ３年以内 ５年以内 ５年を超える 無回答 

構成比 1.6% 3.2% 1.6% 4.0% 14.9% 20.7% 4.2% 19.6% 17.0% 2.9% 5.8% 4.5%

実数（N=377) 6 12 6 15 56 78 16 74 64 11 22 17

0%

10%

20%

30%

Ｑ 協力雇用主として雇用した犯罪や非行をした人の平均的な勤務継続期間はだいたいどれくらいですか。 

あった 

50.1% 

なかった 

41.6% 

無回答 

8.2% 

無断欠勤

等勤務態

度の問題 

遅刻など

時間に

ルーズ 

意欲の乏

しさ 

同僚と円

滑な人間

関係が築

けない 

社会常識

やビジネス

マナーの

不足 

同僚との

トラブル 

職場外で

犯罪行為 

仕事を覚

えられない 

職場外で

トラブル 

職場内で

犯罪行為 
その他 

構成比 53.4% 34.9% 34.9% 34.4% 29.6% 23.8% 20.6% 20.1% 15.9% 12.7% 18.5%

実数（N=189) 101 66 66 65 56 45 39 38 30 24 35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ｑ 雇用した犯罪や非行をした人に何らかの 
  就労上の問題はありましたか。 

Ｑ どのような就労上の問題がありましたか。（複数回答可） 

実数 構成比(%) 

全体 377 100 

あった 189 50.1 

なかった 157 41.6 

無回答 31 8.2 
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アンケート調査結果サマリー 

④奨励金制度について 

奨励金を活用したことのある協力雇用主の86.9%が「奨励金は有効な制度である」と回答していた。また、その理由としては、
「経済的負担の軽減」（75.3%）、「保護観察所とのやりとりが増え安心して雇用できる」（44.6%）などが高かった。 

有効な制度

である 

86.9% 

そうは思わな

い 

11.2% 

無回答 

1.9% 

経済的負担の軽減 

保護観察所とのやりとり

が増え安心して雇用でき

る 

従業員の理解が深まっ

た 

担当保護司による相談

対応や会社訪問 
その他 

構成比 75.3% 44.6% 15.6% 14.5% 4.8%

実数（N=186) 140 83 29 27 9

0%

20%

40%

60%

80%

実数 構成比(%) 

全体 214 100 

有効な制度である 186 86.9 

そうは思わない 24 11.2 

無回答 4 1.9 

Ｑ 奨励金制度が有効な制度となっていると考える理由をお知らせください。（複数 
   回答可） 

Ｑ 奨励金制度は雇用を促進するに当たって有効 
   な制度となっていますか。 

⑤住居の確保について 

犯罪や非行をした人を雇用するに当たり、およそ5割の協力雇用主が住居を準備したことがあり、その内訳は社員寮が51.1%、
賃貸住宅が43.3%であった。 

準備したこと

がある 

47.2% 

準備したこと

がない 

48.0% 

無回答 

4.8% 

実数 構成比(%) 

全体 377 100 

準備したことが
ある 

178 47.2 

準備したことが
ない 

181 48.0 

無回答 18 4.8 

Ｑ 犯罪や非行をした人を雇用するに当たり、住居を準備したことが 
     ありますか。 
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実数 構成比(%) 

全体 178 100 

社員寮 91 51.1 

賃貸住宅 77 43.3 

自宅 2 1.1 

その他 4 2.2 

無回答 4 2.2 

Ｑ 具体的にどのような住居を準備しましたか。 

社員寮 

51.1% 

賃貸住宅 

43.3% 

自宅 

1.1% 

その他 

2.2% 
無回答 

2.2% 

犯罪や非行をした人の住居の確保に対する支援として望むこととしては、「入居後の見守りや生活支援」（50.9%）、「住
居を提供する者に対する経済的支援」（4４.8%）、「住居契約の際の身元保証人による補償」（41.1%）が高かった。 

入居後の見守りや生活

支援 

対象者に住居を提供す

る者に対する経済的支

援 

住居契約の際の身元保

証人による補償 
空き家等の有効活用 

公営住宅入居における

配慮 

対象者の入居可能な賃

貸人の開拓と情報提供 

住まい探しに関する手続

き支援 

賃貸業者等に対する啓

発 
その他 

構成比 50.9% 44.8% 41.1% 33.7% 33.4% 24.7% 22.5% 21.5% 2.9%

実数（N=377) 192 169 155 127 126 93 85 81 11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ｑ 犯罪や非行をした人の住居の確保に対する支援として、どのようなものがあればよいと思いますか。（複数回答可） 


